
○邑南町空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱 

平成29年3月7日 

告示第22号 

改正 平成31年3月28日告示第16号 

(目的) 

第1条 この告示は、邑南町空き家情報活用制度(以下「空き家バンク」という)

に登録した空き家の家財道具等の処分及び当該処分に伴う空き家内外の清掃、

適正管理(以下「家財処分等」という。)を行う者に対し、その家財処分等に要

する費用の一部を補助することにより、空き家バンクの登録及び取引の促進

を図り、もって定住促進による地域の活性化に資することを目的とする。こ

の告示の補助金の交付に関しては、邑南町補助金等交付規則(平成16年邑南町

規則第34号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

(定義) 

第2条 この告示において使用する用語は、邑南町空き家情報活用制度要綱(平成

22年邑南町告示第47号。以下「実施要綱」という。)において使用する用語の

例による。 

(補助対象者) 

第3条 補助対象者は、次の各号全てに該当する者とする。 

(1) 一戸建て空き家の空き家登録者(実施要綱第2条に規定する所有者等をい

う。) 

(2) 当該事業による補助金の交付を受けた日から引き続き2年以上空き家バ

ンクに登録する意思がある者 

(3) 町税を滞納していない者 

(補助対象経費) 

第4条 補助対象経費は、町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個

人事業主(以下「業者」という。)に依頼して実施した空き家の家財処分等に要

する次の各号に掲げる経費とする。 

(1) 家財道具等の処分 



空き家の残置物処分及び庭木の剪定や除草等に要する費用 

(2) ハウスクリーニング 

空き家の内部クリーニングに要する費用 

(3) 適正管理 

空き家の維持管理を業者に委託した際に要する費用 

(ただし、業者委託を行う2年以内に空き家バンクに登録された物件も対象

とする。) 

(補助金の額) 

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の額を限度と

し、予算の範囲内において交付する。 

(1) 家財道具等の処分 上限10万円(1回のみ) 

(2) ハウスクリーニング 上限10万円(1回のみ) 

(3) 適正管理 上限12万円(年間) 

(交付申請) 

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑南町

空き家バンク活用促進事業補助金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)に必要

な書類を添付し町長に提出しなければならない。 

2 前項に規定する申請は、申請者1人当たり1回及び空き家1戸当たり1回を限り

する。 

(交付決定) 

第7条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補

助の可否を決定し、邑南町空き家バンク活用促進事業補助金交付決定通知書

(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。 

(実績報告) 

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、家財処

分等が完了したときは、速やかに邑南町空き家バンク活用促進事業申請書(実

績報告書)(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。 



(交付額の確定等) 

第9条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付

すべき補助金の額を確定するものとする。 

(補助金の請求) 

第10条 補助対象者は、補助金の交付の交付を受けようとするときは、邑南町

空き家バンク活用促進事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなけ

ればならない。 

(補助金の交付) 

第11条 町長は、前条の請求を受けたときは速やかに確定した補助額を補助対

象者に支払うものとする。 

(交付決定の取消し等) 

第12条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、

又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返

還を命ずるものとする。 

2 第4条に規定する補助対象事業のうち適正管理については、補助対象者から

の取消しの申出の提出を受理した時、又は補助対象物件への入居契約が取り

交わされた日に効力を失う。 

(その他) 

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。 

(この告示の失効) 

2 この告示は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。 

附 則(平成31年3月28日告示第16号) 

この告示は、平成31年3月31日から施行する。 
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様式第1号(第6条、第8条関係) 

様式第2号(第7条関係) 

様式第3号(第10条関係) 

 


